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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20年 6月 26日開催予定の当社

第 7回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 変更の理由 

「会社法」の施行により端株制度が廃止され、当社の端株は、「会社法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律」の定めにより経過措置として存続しております。しかしながら、平

成21年1月を実施目標として準備が進められている上場会社の株券の電子化における新制度の

下では、端株は取り扱われないことから、平成20年10月１日をもって当社における端株制度を

廃止させていただくこととし、当社定款につき所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

   変更の内容は次のとおりであります。 

現行定款 定款変更案 

（附則） 

（新 設） 

 

 

 

第 1条   （条文省略） 

第 2条    （条文省略） 

第 3条 本附則第 1条から第 3条は、当会

社の端株が存在しなくなったときをもっ

て削除されるものとする。 

（附則） 

第 1条 当会社は、平成 20年 10 月 1日 

をもって 1株に満たない端数を端株とし 

て端株原簿に記載または記録しないこと

とする。 

第 2条    （現行どおり） 

第 3条    （現行どおり）    

第 4条 本附則第 1条乃至本条は、当会 

社の端株が存在しなくなったときをもっ

て削除されるものとする。 

 

  ３．日程 

     定款変更のための株主総会開催日  平成 20 年 6月 26日 

    定款変更の効力発生日       平成 20 年 6月 26日 

以 上 


